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＜ 自動車台数 ＞

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

数値：自動車台数(台)

1,075

706

1,476

121

1,071

1,304
343

342

483

□出 典：平成27年度交通量調査（杉並区）

□調査時期：平成28年（2016年）2月1日（月） 午前7時～午後7時（12時間）

＜ 歩行者数と自転車台数 ＞

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

歩：歩行者数(人)

自：自転車台数(台)

歩 4,794

歩 8,536

歩 5,768

自 1,953
自 2,219

歩 2,595

自 492

自 2,349

歩 887

自 1,060

歩 2,173

自 861

歩 5,405

自 1,095

主な道路の交通量（自動車/歩行者/自転車）

※当地点の交通量は、
平成29年3月13日（月）
午前7時～午後7時（12
時間）の調査による。

２

【資料１】



凡 例

6.0ｍ～

5.0～6.0ｍ

4.0～5.0ｍ

＜ 現況の主な道路幅員 ＞

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

一方通行

凡 例

＜ 現況の主な交通規制（自動車） ＞
馬橋公園方面

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

現況の主な道路幅員と交通規制

３

【資料２】



４

阿佐ヶ谷駅

屋敷林のみどりの保全
と周辺環境との調和

総合病院・小学校の移転改築等
を契機とした新たなみどりの創
出とネットワーク化

社寺地

地域のシンボルとなる
みどりの拠点・軸

社寺地のみどり

新たなみどりの創出

■杉並区都市計画マスタープラン（抜粋）
地域別方針・阿佐谷地域（まちづくり方針図）

【参考】

■阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針（抜粋）
阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり・取組の方向性 ③みどり

北東地区の主な課題（③貴重なみどりの保全・創出）【資料３】



５

阿佐ヶ谷

駅前の

にぎわい

地区計画制度を活用した魅力的
な街並み形成等による買い物環
境の向上

小学校跡地等を活
用したにぎわいの
拠点づくり

環境改善による
回遊性の向上

総合病院

にぎわい・地域

活性化の拠点

駅周辺のにぎわい

にぎわいの軸

【参考】

■杉並区都市計画マスタープラン（抜粋）
地域別方針・阿佐谷地域（まちづくり方針図）

高架下北側通り

阿佐谷新進会商店街通り

■阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針（抜粋）
阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり・取組の方向性 ②にぎわい

北東地区の主な課題（⑤駅前にふさわしいにぎわいの創出）【資料４】



●地区計画とは、都市計画法による制度で、目指すべきまち
の将来像を実現するため、地区の特性に応じた道路の位置
や建物の建て方等のルールを都市計画にきめ細かく定める
ものです。（地区レベルの都市計画）

●建築物等に関するルールは、区の条例に定めることで、
建築確認の審査対象となります。

●主に建て替えをする際、定めたルールに合わせた計画とす
ることで、まちづくり計画の実現を図っていきます。
（現在の土地や建物を、すぐに地区計画に定めたルールに
合わせるものではありません。）

※杉並区では、現在、１１か所の地区で地区計画が定められ
ています。

６

地区計画

地区計画とは

【資料５－１】



７

地区計画

●地区計画の目標
⇒検討区域全体のまちづくりの目標（将来像）を定めます。

●区域の整備・開発及び保全に関するの方針
⇒検討区域の特性に応じて分割した街区ごとのまちづくりの
方針などを定めます。

（土地利用の方針、公共施設等の整備の方針、建築物等の
整備の方針）

●地区整備計画
⇒地区施設として、道路、緑地、歩道状空地などを定めます。
⇒地区ごとに建物の建て方のルール等を定めます。

地区計画の構成

【資料５－２】



地区施設

敷地面積の最低限度・地区施設

壁面の位置の制限

かき又はさくの構造の制限

建築物等の高さの最高限度

建築物等の用途の制限

建築物等の高さの最低限度

建築物等の用途の制限 地区施設

建築物等の高さの最高限度

出典：国土交通省ホームページより
８

地区計画

地区整備計画による主なルールのイメージ図

【資料５－３】



９

地区計画 地区計画（法１２条の５）

特例的な活用

誘導容積型（法１２条の６）

容積適正配分型（法１２条の７）

高度利用型（法１２条の８）

用途別容積型（法１２条の９）

再開発等促進区を定める地区計画（法１２条の５）

開発整備促進区を定める地区計画（法１２条の５）

そのほかの
地区計画

沿道地区計画（沿道法）

防災街区整備地区計画（密集法）

歴史的風致維持向上地区計画（歴まち法）

集落地区計画（集落地域整備法）

街並み誘導型（法１２条の１０）

立体道路制度（法１２条の１１）

【出典】東京都都市整備局ホームページ

法：都市計画法
沿道法：幹線道路の沿道の整備に関する法律
密集法：密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
歴まち法：地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

地
区
計
画
等

沿道再開発等促進区を定める地区計画（沿道法）

地区計画【資料５－４】



街並み誘導型地区計画
の活用イメージ

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

建築物の最高の高さ
を定める

街並み誘導型地区計画

道路斜線の適用が緩和されます

計画可能

建物の壁面を後退し、
歩行者空間を確保する

建築物

道路

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道路からの斜線制限が
適用されます

現 在

建築物

道路

道路斜線

●街並み誘導型地区計画とは、都市計画法に定める地区計画の手法のひとつです。

●地区計画で「建築物の壁面の位置の制限」や「建築物の高さの最高限度」などを定めること

で、前面道路の幅員による容積率制限や道路斜線制限、日影規制等を緩和することができ

ます。

●これにより、建築物の壁面や高さ等を一定の範囲内に誘導し、土地の有効利用を推進し

たり、良好な街並みを誘導します。

１０

地区計画

街並み誘導型地区計画とは

【資料５－５】



①建築物等の用途の制限

②容積率の最高限度

③建ぺい率の最高限度

④敷地面積の最低限度

⑤建築面積の最低限度

⑥壁面の位置の制限

⑦壁面後退区域における
工作物の設置の制限

１１

〇上記の②④⑥⑦⑧のルールについては、街並み誘導型地区計画の活用に当たり、必ず定める必要があります。

〇上記のルールについては、別途条例に定める項目もあります。

地区計画（街並み誘導型地区計画）

地区計画で想定される建築物等のルール

⑧建築物等の高さの最高
限度

⑨建築物の形態又は色彩
その他の意匠の制限

⑩建築物の緑化率の最低
限度

⑪垣又はさくの構造の制限

【資料５－６】



神明宮

凡 例

まちづくり計画

対象地区

地区計画対象地区

土地区画整理事業
対象地区

けやき屋敷

１２

まちづくり計画対象地区等

※各地区の範囲は、現時点の想定になります。

【資料６】


